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告 示 

 

三重県告示第 762 号 

 平成 29 年台風第 21 号による災害を受け、平成 29 年 10 月 22 日付けで伊勢市及び玉城町（以下「2 市町」と

いう。）に災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。）を適用したことに鑑み、法第 13 条第 1

項の規定により、救助の実施に関する知事の権限に属する事務の一部を次のとおり 2 市町の長が行うこととしま

す。 

  平成 29 年 10 月 31 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  2 市町の長が行うこととする事務の内容 

(1) 避難所の設置 

(2) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

(4) 被災者の救出 

(5) 被災した住宅の応急修理 

(6) 学用品の給与 

(7) 埋葬 

(8) 死体の捜索及び処理 

(9) 障害物の除去 

(10) (1)から(9)に掲げる救助に伴う輸送費及び賃金職員等雇上費 

2  2 市町の長が 1 に掲げる事務を行うこととする期間 

1 の(1)及び(2) 平成 29 年 10 月 22 日から同月 28 日まで 

1 の(3) 平成 29 年 10 月 22 日から同月 31 日まで 

   1 の(4) 平成 29 年 10 月 22 日から同月 24 日まで 

   1 の(5) 平成 29 年 10 月 22 日から同年 11 月 21 日まで 

   1 の(6) 教科書 平成 29 年 10 月 22 日から同年 11 月 21 日まで 

文房具及び通学用品 平成 29 年 10 月 22 日から同年 11 月 5 日まで 

   1 の(7)、(8)及び(9) 平成 29 年 10 月 22 日から同月 31 日まで 

   1 の(10) 1 の(1)から(9)までのそれぞれの期間 

 

 

公 告 

 

平成 29 年 10 月 22 日、伊勢市及び玉城町の区域において発生した平成 29 年台風第 21 号による災害を被災者

生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）の対象となる自然災害とします。 

 平成 29 年 10 月 31 日  

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 
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